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2 
市民税 

非課税 

世帯 
 

6,000円 

3 
市民税 

均等割 

世帯 
 

16,500円 

4            
所得割 

課税額 

97,000円 

未満 

27,000円 

5            
所得割 

課税額 

169,000円 

未満 
41,500円 

6            
所得割 

課税額 

301,000円 

未満 

58,000円 

7            
所得割 

課税額 

397,000円 

未満 

77,000円 

8       
所得割 

課税額 

397,000円 

以上 

101,000円      ２号認定（３歳以上）保育料（標準時間）のイメージ（月額） 

保育料 
(月額) 推定年収 

2 
市民税 

非課税 

世帯 

3,000円 

１ 
生活 

保護 

世帯 

 

0円 

3-3 
所得割 

課税額 

48,600円 

未満 
11,000円 

5-1            
所得割 

課税額 
   115,000

円 

未満 
21,000円 

5-2            
所得割 

課税額 

   133,000

円 

未満 

22,000円 

5-3            
所得割 

課税額 

   151,000円 

未満 
23,000円 

5-4   
所得割 

課税額 

 169,000円 

未満 
24,000円 

6-1            
所得割 

課税額 

  187,000円 

未満 

26,000円 

6-2            
所得割 

課税額 

   301,000円 

未満 

28,000円 

7    
所得割 

課税額 

   397,000円 

未満 

30,000円 

8           
所得割 

課税額 

397,000円 

以上 
32,000円 

4-3            
所得割 

課税額 

97,000円 

未満 

19,000円 

   3-2   
所得割 

課税額 

24,300円 

未満 
10,000円 

3-1 
市民税 

均等割 

課税 

世帯 
 

8,000円 

4-2          
所得割 

課税額 

  79,000

円 

未満 

15,000円 

4-1            
所得割 

課税額 

59,000円 

未満 

14,000円 

１ 
生活 

保護 

世帯 

 

0円 

 

※１ 推定年収（目安） 

 

   １号認定 

      夫婦（片働き）と子供２人世帯の場合のおおまかな目安 

     （年少扶養控除等が廃止された現在の制度による推定） 
 

   ２、３号認定 

      夫婦（妻はパートタイム労働程度を想定（所得税が非課 

    税となる程度の収入））と子供２人世帯の場合のおおまか 

    な目安（廃止前の年少扶養控除を反映した額） 

グラフ ２ 

射水市での 

現行の 

保育料 

国が示す 

新制度での 

保育料の 

基準 

保育料改定幅 

のイメージ 


